
ごみの減量・再資源化にご協力ください 

ごみの減量・再資源化のために 
できること 

○家庭系ごみ 

生ごみは必ず「水切り」をしましょう！ 

○町内の回収所一覧（平成29年3月1日現在） 

　平成28年3月末の岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設の稼働停止により、現在は岐南町と共同で
燃えるごみを小型収集車から大型コンテナ車へ積み替えた後、県外の民間施設へ運搬し、焼却処理を
行っています。 
　それに伴い、燃えるごみの焼却処理にかかる費用が増加しています。 
　ごみの減量・再資源化にご協力をお願いします。 

ごみ出しのルールを守りましょう！！ 

不法投棄監視カメラを 
貸出しています 

・正しく分別してください。 
・収集日を守ってください。 
・収集日当日の午前7時から8時の間に、各町内会の決められたごみ集積所に出してください。 
・家庭系燃えるごみは、透明または半透明のごみ袋に「家庭系燃えるごみ処理券」を貼付し、袋の口は

しっかり結んでください。（他市町の指定袋は使用しないでください。） 
◎分別の詳しい内容は、「笠松町家庭ごみハンドブック」をご覧ください。（「笠松町家庭ごみハンド

ブック」と「家庭系燃えるごみ処理券」は、役場環境経済課・松枝公民館・総合会館の各窓口で配布
しています。） 

○事業系ごみ 
・法律の規定により事業者の責任で適正に処理することになっています。 
・産業廃棄物以外のごみは、ご自身でごみ積替施設へ直接搬入するか、町の許可業者に依頼（有料）

することができます。 
　（家庭系ごみ集積所には出すことができません。） 

　生ごみの中で約80%は水分と言われています。生ごみの水分は腐敗や悪臭の主な原因です。
「水切り」をすることで、腐敗や悪臭の防止やごみの減量につながります。 

ごみ積替施設への直接搬入 
　ご自身でごみ積替施設に搬入される場合は、あらかじめ環境経済課で許可証を受ける手続きが必要
です。 

1　搬入先　高島衛生工業㈲　（岐南町平成6丁目110番地）　蕁248‐0089 

2　搬入曜日・時間 
水曜日・土曜日　午前9時～正午、午後1時～3時 

3　搬入条件 
・搬入できるごみ：長さ30センチ以内、厚さ（直径）3センチ以内の燃えるごみ 
・上限は1日につき1車に限り、200kgまで 
・透明または半透明の袋に入れてあること 
・搬入に使用できる車両：普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、軽自動車 

4　2と3の搬入条件をすべて満たす場合は無料 

　不法投棄の多発する道路やごみのステ
ーションなどを対象に、不法投棄の原因
者の把握や不法投棄未然防止のため、移
設式不法投棄監視カメラを貸出しします。 
・貸出対象者 
　町内会または地域団体 
・貸出期間 
　一か月単位を基本とします。 

違法な 
不用品回収業者に 
ご注意ください！ 

　家庭から出るごみは「一般廃棄物」です。
一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、
廃棄物処理法に基づく市町村の「一般廃
棄物処理業の許可」が必要です。安易に
無料回収業者にごみを出すことは、環境
汚染や不法投棄につながります。町の決
められた収集日に出すなど適切に処分し
ましょう。 

新聞・雑誌・ダンボールなどの資源はリサイクルしましょう！ 

使用済小型家電とパソコンは役場で回収しています 

　新聞・雑誌・段ボールなどの資源は、笠松町の資源ごみの収集日に出すか、PTAや子ども会な
どが実施する資源集団回収をご利用ください。 
　また、町内のスーパーなどに設置してある回収所もご利用ください。 

名称（敬称略 50音順） 住　所 

エコモール笠松 

エコモール田代 

トミダヤ笠松店 

ドラッグユタカ笠松店 

ドラッグユタカ笠松長池店 

ピアゴ笠松店 

北及1900 

田代363 

長池1218‐1 

美笠通1‐8 

長池400‐1 

米野59‐1

回収品目 

新聞・雑誌・ダンボール・古着・アルミ缶 

新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶 

新聞・雑誌・食品トレイ・牛乳パック・ペットボトル 

新聞・雑誌・ダンボール 

新聞・雑誌・ダンボール 

新聞・雑誌・ダンボール・白色トレイ・牛乳パック・
ペットボトル・アルミ缶 

役場1階ロビーにある 
使用済小型家電専用回収ボックス 

役場開庁時間内（平日午前8時30分～午後5時15分） 

役場2階　環境経済課窓口 

回
収
品
目 

時

間

 

受
付
場
所 

○携帯電話、PHS端末、スマートフォン 
○携帯型ゲーム機 
○デジタルカメラ 
○ビデオカメラ 
○デジタルオーディオプレーヤー 
○CD・MDプレーヤー 
○ICレコーダー 
○電子辞書 
○これらの製品に付属のACアダプター 

○パソコン本体 
（デスクトップ型・ノート型） 

○ディスプレイ（液晶式） 
※ブラウン管ディスプレイの処分方法は、

一般社団法人パソコン3R推進協会へ
お尋ねください。 

蕁03‐5282‐7685

【問 合 先】環境経済課　蕁388‐1114
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